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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本ゴム工業会（JRMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業

規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業

規格である。これによって，JIS K 6348:2017 は改正され，この規格に置き換えられた。 

なお，令和 8 年 1 月 19 日までの間は，産業標準化法第 30 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マ

ーク表示認証において，JIS K 6348:2017 を適用してもよい。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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ガス用ゴム管 
Rubber tubes for gas 

 

1 適用範囲 

この規格は，圧力 3.3 kPa 以下の都市ガス 1) のガス栓と燃焼機器との間，及び液化石油ガス 2) のガス調

整器又はガス栓と燃焼機器との間を連結するガス用ゴム管（以下，ゴム管という。）について規定する。 

警告 この規格の利用者は，通常の実験室での作業に精通していることを前提とする。この規格は，そ

の使用に関連して起こる全ての安全上の問題を取り扱おうとするものではない。この規格の利用

者は，各自の責任において安全及び健康に対する適切な措置をとらなければならない。 

注 1) 都市ガスとは，ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号）に基づく，ガス用品の技術上の基準等に関

する省令（昭和 46 年通商産業省令第 27 号）に掲げるガスグループのガスをいう。 

注 2) 液化石油ガスとは，液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42 年法律第

149 号）並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令（昭和 43 年政令

第 14 号）の液化石油ガス（以下，LP ガスという。）の規格に掲げるガスをいう。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7721 引張試験機・圧縮試験機－力計測系の校正方法及び検証方法 

JIS K 2240 液化石油ガス（LP ガス） 

JIS K 6250 ゴム－物理試験方法通則 

JIS K 6251 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引張特性の求め方 

JIS K 6253-3 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－硬さの求め方－第 3 部：デュロメータ硬さ 

JIS K 6257 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－熱老化特性の求め方 

JIS K 6258 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－耐液性の求め方 

JIS K 6259-1 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－耐オゾン性の求め方－第 1 部：静的オゾン劣化試験及び

動的オゾン劣化試験 

JIS K 6273 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引張永久ひずみ，伸び率及びクリープ率の求め方 

JIS K 6330-1 ゴム及びプラスチックホース試験方法－第 1 部：ホース及びホースアセンブリの寸法

測定 

JIS K 6330-2 ゴム及びプラスチックホース試験方法－第 2 部：ホース及びホースアセンブリの耐圧

性試験 

JIS Z 8401 数値の丸め方 


